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「女捕（めとり）」について



御成敗式目三四条には、「於道路辻捕女事」なる
規定があり、この「辻捕（つじとり） 」「女捕（めとり）」
とは、道で女を捕えて、強姦することと解釈されて
いる。これに関係して、女性自身一人で旅すると
きは、「辻捕」「女捕」が起こりうるのも覚悟のうえで
あったとする網野善彦氏の議論があり、批判もよ
んでいる。報告では、中世法としてもかなり奇異と
いえるこの規定の解釈について再度考えてみたい。
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